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平成２２年９月１５日、志賀町役場議場において本会議を再開した。 

（午後 ２時４５分 開議） 

（出席議員 １７名） 

 １番  南   政 夫 

２番  橘   照 茂 

 ３番  下 池 外巳造 

４番  須 磨 隆 正 

 ５番  越 後 敏 明 

６番  田 中 正 文 

 ７番  寺 岡 真貴子 

 ８番  冨 澤 軒 康 

 ９番  櫻 井 俊 一 

１０番  林   一 夫 

１１番  松 浦 恒 義 

１２番  戸 坂 忠寸計 

１３番  小 田 芳 治 

１５番  久 木 拓 栄 

１６番  木 村 正 男 

１７番  山 本 辰 榮 

１８番  稲 村 幸 雄 

（議案説明のため出席した者の職氏名） 

町     長    小 泉   勝 

副  町  長    山 王 竹 夫 

教 育 長    穴 田   實 

総 務 課 長    寺 尾 隆 之 

富 来 支 所 長    小 谷 正 衛 

企画財政課長    新 田 辰 巳 

情報推進課長    飯 田 幸 雄 

税 務 課 長    藤 田 好 博 

住 民 課 長    石 川 喜 治 
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子育て支援課長    狩 野   博 

健康福祉課長    藤 沢 憲 雄 

生活安全課長    柴 田 一 廣 

商工観光課長    裏   秀 和 

農林水産課長    吉 村 收 市 

建 設 課 参 事    坂 本 英 人 

上下水道課長    平 野 敏 一 

富来病院事務長    高 瀬   清 

会 計 管 理 者    堤 谷 一 博 

学校教育課長    寺 澤 俊 彦 

生涯学習課長    中 村 久 明 

（職務のために出席した者の職氏名） 

総務課参事     荒 川   仁 

書    記     西   清 孝 

（議事日程） 

日程第１  諸般の報告 

日程第２  町長提出 議案第８５号ないし第１１３号、認定第１号ないし第１３号、

並びに、請願第１号及び第２号（委員長報告、質疑、討論、採決） 

日程第３  議会中継調査特別委員会の調査終了について 

日程第４  町長提出 同意第２号（提案理由説明、質疑、委員会付託、討論、採

決） 

日程第５  請願第３号（委員会付託） 

日程第６  各常任委員会及び議会運営委員会所管事務調査事項の閉会中の継続審査の

件 

 

（ 開 議 ） 

田中 正文議長 これより本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元に配布のとおりであります。 

 

日程第１．諸  般  の  報  告 



 －３－ 

田中 正文議長 日程に入り、諸般の報告を行います。 

諸般の報告は、お手元に配布のとおりであります。 

諸般の報告を終わります。 

 

日程第２．議案第８５号ないし第１１３号、認定第１号ないし第１３号、並びに、請

願第１号及び第２号 

（ 委員長報告、質疑、討論、採決 ） 

田中 正文議長 次に、町長提出 議案第８５号ないし第１１３号、認定第１号ないし

第１３号、並びに請願第１号及び第２号を、一括して議題といたします。 

以上の各案の、委員会における審査の経過及び結果について、委員長の

報告を求めます。 

総務常任委員長 冨澤 軒康 君。 

冨澤 軒康総務常任委員長 はい、議長。 

 総務常任委員長報告をいたします。 

今定例会において、総務常任委員会に付託されました、議案６件につい

て、８日委員会を開催し、町執行部及び関係職員の出席を求めて審査いた

しましたので、その経過及び結果についてご報告申し上げます。 

まず、議案第８５号「平成２２年度一般会計補正予算（第２号）」につ

いては、歳入では、主には、前年度決算による繰越金の計上、普通交付税

の交付決定による臨時財政対策債との組替え、志賀町公共施設等管理公社

及び富来観光産業振興公社の清算に伴う寄附金計上や国・県事業の追加に

よる補助金、町債の増額であり、歳出では、年度当初の人事異動に伴う職

員給与費等の組替のほか、財政調整基金積立金を増額するものとの説明を

受け、採決の結果、全会一致をもって可決すべきものと決しました。 

審議に際し委員からは、地方交付税の減額理由及び今後の見通しについ

て、県支出金委託費の補正理由、派遣職員人件費負担金の内容についての

質問がなされ、町長及び担当課長から詳細な説明を受けておりますので、

併せて申し添えいたします。 

次に、議案第９２号「ケーブルテレビ事業特別会計補正予算（第 1

号）」については、歳入で、伝送路移転補償金及び一般会計繰入金の追加、
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歳出で、一般世帯の引込宅内工事費及びケーブル移設工事費等の増額、公

共施設等に無料ＩＰ電話を設置するための工事請負費の補正が主なものと

の説明を受け、採決の結果、全会一致をもって可決すべきものと決しまし

た。 

続いて、議案第９６号「外国の地方公共団体の機関等に派遣される志賀

町職員の処遇等に関する条例の一部改正」については、法律及び人事院規

則の改正にあわせ、職員が外国の地方公共団体等に派遣される場合、派遣

職員に支給される給与の支給割合を現行よりも低く設定できるようにする

とともに、経過措置を講ずるために所要の改正を行うものとの説明を受け、

採決の結果、全会一致をもって可決すべきものと決しました。 

次に、議案第９９号「羽咋郡市広域圏事務組合規約の一部変更につい

て」は、公立羽咋病院改革プランに基づき、組合が経営する病院事業に地

方公営企業法の財務規定等を除く法の規定を適用するため、その規約を変

更するものとの説明を受け、採決の結果、全会一致をもって可決すべきも

のと決しました。 

審議に際し委員からは、規約変更に伴う町の負担についての質問がなさ

れ、担当課長から詳細な説明を受けております。 

続いて、議案第１００号「志賀町過疎地域自立促進計画について」は、

過疎地域自立促進特別措置法の規定により、過疎地域自立促進計画を策定

するものであり、採決の結果、全会一致をもって可決すべきものと決しま

した。 

審議に際し委員からは、行政の区域を越えた計画も想定され、県との連

絡を密にしながらの計画書策定への要望がありましたので、申し添えいた

します。 

次に、議案第１０１号「志賀町土地開発公社の解散について」は、公有

地の拡大の推進に関する法律に基づき、公社が所期の目的を達成したこと

から、その解散に付き、議会の議決を求めるものとの説明を受け、採決の

結果、全会一致をもって可決すべきものと決しました。 

審議に際し委員からは、公社の残余財産についての質問があり、担当課

長から詳細な説明を受けておりますので、申し添えいたします。 
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その他の件としまして、町長から保育所適正配置検討委員会の提言、及

び、教育委員会から小学校統合整備に係る具申についての報告がありまし

たので、併せて申し添えいたします。 

以上、総務常任委員長報告といたします。 

田中 正文議長 教育民生常任委員長 南 政夫 君。 

南 政夫教育民生常任委員長 はい、議長。  

 教育民生常任委員長報告をいたします。 

今定例会において、教育民生常任委員会に付託されました、議案８件、

請願１件について、７日委員会を開催し、町執行部及び関係職員の出席を

求めて審査いたしましたので、その経過並びに結果について、ご報告申し

上げます。 

まず、議案第８５号「一般会計補正予算（第２号）」につきましては、

主には人事異動に伴う人件費の組み替えのほか、民生費で、いしかわ子育

て支援施設等活動充実事業に係る備品購入費、衛生費で子宮頸がん予防ワ

クチン接種費の計上に伴う補正との説明を受け、採決の結果、全会一致を

もって、可決すべきものと決しました。 

審議に際し委員からは、ファミリーサポートセンター充実強化事業の内

容、子供手当の外国人への支給状況、戸籍のある 100 歳以上の所在不明者

の今後の戸籍の取り扱い、一人暮らしの見守り体制の取り組みについての

質問がなされ、町長及び担当課長から詳細な説明を受けておりますので、

申し添えいたします。 

次に、議案第８６号「国民健康保険特別会計補正予算（第 1 号）」につ

いては、平成２１年度の医療費確定に伴う療養給付費負担金及び交付金の

精算により増額するものとの説明を受け、採決の結果、全会一致をもって

可決すべきものと決しました。 

続いて、議案第８７号「老人保健特別会計補正予算（第 1 号）」につい

ても、平成２１年度の医療給付費交付金の確定に伴う増額との説明を受け、

採決の結果、全会一致をもって、可決すべきものと決しました。 

次に、議案第９０号「介護保険特別会計補正予算（第 1 号）」について

は、平成２１年度決算に伴う繰越金の計上、及び国庫支出金等の精算返戻
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金の計上などにより、増額補正を行うのとの説明を受け、採決の結果、全

会一致をもって、可決すべきものと決しました。 

審議に際し委員からは、居宅介護改修事業の負担金の支給についての質

問がなされ、担当課長から詳細な説明を受けております。 

続いて、議案第９１号「町立診療所事業特別会計補正予算（第 1 号）」

については、平成２１年度決算に伴う繰越金の計上が主なものとの説明を

受け、採決の結果、全会一致をもって、可決すべきものと決しました。 

次に、議案第９４号「町立診療所事業特別会計基金条例の制定につい

て」は、診療所事業特別会計で財源不足が生じたときの経費に充当するた

め、決算剰余金を積み立てるにあたり、基金を創設するものとの説明を受

け、採決の結果、全会一致をもって、可決すべきものと決しました。 

続いて、議案第９７号「志賀町消防団員の定員、任免、給与、服務等に

関する条例の一部改正」については、新町合併時における事務事業一元化

で、合併後５年以内に消防団員の定数を減ずる調整方針に従い、副団長の

数を５人から３人とするための改正を行うものとの説明を受け、採決の結

果、全会一致をもって可決すべきものと決しました。 

審議に際し委員からは、消防団員確保が厳しい状況下の分団再編につい

て、分団数と郡市広域圏の負担金についての質問がなされ、担当課長から

詳細な説明を受けておりますので、申し添えいたします。 

次に、議案第９８号「町立公民館条例の一部改正」については、熊野地

区の地籍調査により、町立熊野公民館の設置地番が変更になったことに伴

う関係箇所の改正との説明を受け、採決の結果、全会一致をもって可決す

べきものと決しました。 

続いて、請願第１号「保険でより良い歯科医療の実現を求める意見書採

択について」は、紹介議員である林 一夫 君に委員会への出席説明を求

めて、慎重に審査をした結果、趣旨に賛同し、全会一致をもって採択すべ

きものと決しました。 

その他の件としまして、集団接種による子宮頸がん予防接種に向けたこ

れまでの経緯や県内自治体の動向、接種までの流れについて、担当課長か

ら詳細な説明があり、また、町長から保育所適正配置検討委員会の提言、
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及び、教育委員会から小学校統合整備に係る具申についての報告がありま

したので、併せて申し添えいたします。 

また、委員からは、妊娠をしても流産を繰り返す不育症の方への支援検

討の要望、要介護認定結果の通知に係る質問、夏休み期間中の児童・生徒

の問題行動についての質問、富来Ｂ＆Ｇ海洋センター「フレア」の定期点

検に係る夏休み期間中の休館に対する要望があり、それぞれ、町長及び教

育長、担当課長から詳細な説明を受けておりますので、ご報告いたします。 

以上、教育民生常任委員長報告といたします。 

田中 正文議長 産業建設常任委員長 下池 外巳造 君。 

下池 外巳造産業建設常任委員長 はい、議長。 

 産業建設常任委員長報告。 

産業建設常任委員長報告をいたします。 

今定例会において、産業建設常任委員会に付託されました、議案１７件

について、９日委員会を開催し、町執行部及び関係職員の出席を求めて審

査いたしましたので、その経過並びに結果についてご報告申し上げます。 

まず、議案第８５号「一般会計補正予算（第２号）」については、年度

当初の人事異動に伴う職員給与費等の組替え、国・県補助事業の追加に伴

う投資的事業費の増額などが主なものとの説明を受け、採決の結果、全会

一致をもって、可決すべきものと決しました。 

審議に際し、委員からは、能登中核工業団地工場排水施設整備事業の設

計委託料の減額、農業振興費の経営改善機械施設設備融資主体型補助金の

内容と今後の見通しについての質問がなされ、町長及び担当課長から詳細

な説明を受けましたので、併せて申し添え致します。 

次に、議案第８８号は「農業集落排水事業特別会計補正予算（第 1

号）」については、事業の進捗を図るため、工事請負費の増額などを主と

するものとの説明を受け、採決の結果、全会一致をもって、可決すべきも

のと決しました。 

続いて、議案第８９号「公共下水道事業特別会計補正予算（第 1 号）」

については、補助対象事業の割当変更による減額補正及び特定環境保全処

理場管理費における修繕工事請負費の増額補正によるものとの説明を受け、
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採決の結果、全会一致をもって、可決すべきものと決しました。 

審議に際し、委員からは、国庫補助金の減額に係る理由及び今後の見通

し、マンホールポンプの修繕工事請負費の増額に係る当初予算及び保守点

検の年次計画についての質問がなされ、町長及び担当課長から詳細な説明

を受けましたので併せて申し添え致します。 

次に、議案第９３号は「水道事業会計補正予算（第１号）」については、

西山台ニュータウン造成に伴う水道新設加入負担金の増額、電源立地地域

対策交付金事業の見直しによる国庫県補助金の減額補正や年度当初の職員

異動による人件費の調整補正によるものとの説明を受け、採決の結果、全

会一致をもって、可決すべきものと決しました。 

続いて、議案第９５号「志賀町特別町営住宅条例の制定」については、

志賀町教員住宅を特別町営住宅として所管替えするにあたり、その設置及

び管理を行うための条例の制定を行うもので、採決の結果、全会一致を

もって、可決すべきものと決しました。 

審議に際し、委員からは、町営住宅の家賃及び入居予定者、連帯保証人

の死亡などの確認状況についての質問がなされ、町長及び担当課長から詳

細な説明を受けましたので、併せて申し添え致します。 

続いて、議案第１０２号ないし第１１３号は、志賀町道路線の認定、変

更及び廃止についてであります。 

議案第１０２号ないし議案第１０９号は、「町道路線の認定について」

であり、議案第１１０号「町道路線の変更」は、町道路線区間の追加に伴

う区域の変更であります。 

当委員会では第１回定例会及び今定例会で、それぞれ現地確認を行い、

認定要件に適合していることを確認済みであり、道路行政の拡充を図るた

め、採決の結果、いずれも全会一致をもって、可決すべきものと決しまし

た。 

次に、議案第１１１号及び議案第１１２号「町道路線の変更」について

は、路線名の変更、議案第１１３号「町道路線の廃止」については、町道

区間の重複に伴う路線の廃止との説明を受け、採決の結果、いずれも全会

一致をもって、可決すべきものと決しました。 
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その他の件としまして、町長から保育所適正配置検討委員会の提言、及

び、教育委員会から小学校統合整備に係る具申についての報告がありまし

たので、併せて申し添えいたします。 

以上をもって、産業建設常任委員長報告といたします。 

田中 正文議長 決算特別委員長 越後 敏明 君。 

越後 敏明決算特別委員長 はい、議長。 

 決算特別委員長報告をいたします。 

今定例会におきまして決算特別委員会に付託されました、平成２１年度

の志賀町の一般会計歳入歳出決算ほか１２会計の決算につきまして、１０

日及び１３日の両日にわたり、委員会を開催し、町長はじめ関係職員の出

席を求めて審査いたしましたので、その経過並びに結果についてご報告い

たします。 

審査にあたりましては、住民福祉の観点はもとより、経営的理念に立っ

た事業費の適正な支出や行政効果等も含め、各事業の効率的執行状況など

全般にわたって検討を加え、審査いたしました。 

その結果、各会計とも、いずれも全会一致で、認定すべきものと決しま

したことを、まず、ご報告いたします。 

以下、審査の過程で論議されました主なものにつきまして、ご報告申し

上げます。 

まず、委員からは、厳しい財政状況の中、町税の減収や不納欠損処分の

理由、滞納状況及び滞納対策について、また、経常収支比率の推移に伴う

今後の見通しについての質問があり、担当課長から詳細な説明を受けまし

た。 

 そのほか、一般会計では、町道路線内にある個人名義となっている土地

の解消に向けた予算の要望や選挙費委託金の用途、納税組合奨励金、旧志

賀消防所の今後の方針、富来実験農場の土地購入費についての質問があり、

それぞれ町長及び担当課長から、詳細な説明がありました。 

次に特別会計及び事業会計では、国民健康保険特別会計の前期高齢者交

付金の増額補正の内容、一般会計繰入金、不納欠損や特定健康審査等事業

費について、後期高齢者医療特別会計の一般会計繰入金について、介護保
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険特別会計における当町のピーク時期について、町立診療所特別会計では、

収入未済額、診療所で対処できないときの対応、診療所会計を企業会計で

処理できないかについて、ケーブルテレビ特別会計の公債費、雑入の内容

について、簡易水道事業の加入状況、水道事業の老朽管の更新方針につい

て、富来病院事業会計の就学資金に係る会計処理、公立病院改革プランに

係る効果、医業費用の減少理由、医業外収益の内容についての質問があり、

町長及び各担当課長から詳細な説明がありました。 

そのほか、町税について、公平公正な課税の観点から、町外へ転出した

滞納者については、他自治体と連携した滞納対策への要望がありましたの

で、併せて申し添えいたします。 

また、決算資料について、次年度以降、各課統一基準での充実した明確

な資料作成を求める要望がありましたので、併せて申し添えいたします。 

各委員から色々な意見、要望等がなされましたが、平成２３年度の予算編

成の中で、これらの意見を十分踏まえて、事業の必要性、緊急性や費用対

効果を十分検討し、住民福祉の向上に努めていただきたいと思います。 

今後も想定される税収の伸び悩み、地方交付税の大幅な削減など厳しい

財政運営が予想される中、様々な事務事業を着実に取り組むためには、自

主財源の積極的な確保や経常的経費の見直しを行うとともに、限られた財

源の適切な配分に努めなければなりません。 

今後も国の動向を見極めながら、一層の財源確保に努められるとともに、

効率的な行政の実現を図られることを望むものであります 

町執行部におかれましては、将来を見据えた健全財政の堅持を念頭に、

最小の経費で最大の効果をあげるよう監査委員の決算審査に係る意見も参

考にしながら、住民福祉の向上に配慮した効率的かつ効果的な事業の執行

に鋭意努力されんことを要望いたしまして、決算特別委員長報告といたし

ます。 

田中 正文議長 議会運営委員会委員長 松浦 恒義 君。 

松浦 恒義議会運営委員長 はい、議長。 

議会運営委員長報告をいたします。 

今定例会において、議会運営委員会に付託されました、案件は請願第２
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号「志賀原子力発電所プルサーマルを契機とする地域振興に関する請

願」１件であります。 

本請願につきましては、６日、委員会を開催し、審査いたしましたが、

さらに調査、検討の必要性から、継続審査といたしました。 

以上、議会運営委員長報告といたします。 

田中 正文議長 委員長の報告を終わります。 

      

（ 質 疑 ） 

田中 正文議長 これより、委員長報告に対する質疑を許します。 

        （発言なし） 

田中 正文議長 ご発言がありませんので、質疑なしと認めます。 

      

（ 討 論 ） 

田中 正文議長 これから、以上の各案に対する討論に入ります。 

        まず、原案に反対の発言を許します。 

        （発言なし） 

田中 正文議長 ご発言がありませんので、討論なしと認めます。 

      

 （ 採 決 ） 

田中 正文議長 これから、採決いたします。 

まず、町長提出 議案第８５号「平成２２年度志賀町一般会計補正予算

（第２号）について」を採決いたします。 

この採決は、起立によって行います。 

本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

本案は、委員長報告のとおり決することに、 

賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立 １６名） 

田中 正文議長 起立全員。 

よって、本案は委員長報告のとおり、可決されました。 

次に、町長提出 議案第８６号「平成２２年度志賀町国民健康保険特別
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会計補正予算（第１号）について」ないし議案第９３号「平成２２年度志

賀町水道事業会計補正予算(第１号)について」を一括して採決いたします。 

お諮りします。 

以上の各案に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

以上の各案は、委員長報告のとおり決することに、ご異議ありませんか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

田中 正文議長 異議なしと認めます。 

よって、以上の各案は、委員長報告のとおり、可決されました。 

続いて、町長提出 議案第９４号「志賀町立診療所事業特別会計基金条

例の制定について」ないし、議案第１１３号「志賀町道路線の廃止につい

て（町道第１３１号今市橋線）」を一括して採決いたします。 

お諮りします。 

各案に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

各案は、委員長報告のとおり決することに、ご異議ありませんか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

田中 正文議長 異議なしと認めます。 

よって、各案は、委員長報告のとおり、可決されました。 

次に、町長提出 認定第１号「平成２１年度志賀町一般会計歳入歳出決

算認定について」を採決いたします。 

この採決は、起立によって行います。 

本件に対する委員長の報告は、原案認定であります。 

本件は、委員長報告のとおり決することに、賛成の諸君の起立を求めま

す。 

（起立１６名） 

田中 正文議長 起立全員。 

よって、本件は委員長報告のとおり、認定されました。 

続いて、町長提出 認定第２号「平成２１年度志賀町国民健康保険特別

会計歳入歳出決算認定について」ないし認定第１３号「平成２１年度志賀

町立富来病院事業会計決算認定について」を一括して採決いたします。 

お諮りします。 
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以上の各件に対する委員長の報告は、原案認定であります。 

以上の各件は、委員長報告のとおり決することに、ご異議ありませんか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

田中 正文議長 異議なしと認めます。 

よって、以上の各件は、委員長報告のとおり、認定されました。 

次に、請願第１号「保険でより良い歯科医療の実現を求める意見書採択

について」を採決いたします。 

この採決は、起立によって行います。 

本請願に対する委員長の報告は、採択であります。 

本請願は、委員長報告のとおり決することに、賛成の諸君の起立を求め

ます。 

（起立１６名） 

田中 正文議長 起立全員 

よって、本請願は委員長報告のとおり、採択とすることに決定しました。 

続いて、請願第２号「志賀原子力発電所プルサーマルを契機とする地

域振興に関する請願」を採決いたします。 

本請願に対する委員長の報告は継続審査であります。 

お諮りします。 

本請願は委員長報告のとおり決することに、ご異議ありませんか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

田中 正文議長 異議なしと認めます。 

よって、本請願は、委員長報告のとおり、継続審査とすることが決定し

ました。 

 

日程第３．議会中継調査特別委員会の調査終了について 

田中 正文議長 次に、「議会中継調査特別委員会の調査終了について」を、議題といた

します。 

本件に関し、委員長の報告を求めます。 

議会中継調査特別委員長 松浦 恒義 君。 

松浦 恒義議会中継調査特別委員長 はい、議長。 
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議会中継調査特別委員会 委員長報告をいたします。 

当議会中継調査特別委員会に付託されました調査につきまして、その経

過と結果をご報告申し上げます。 

当特別委員会は、ケーブルテレビによる議会中継のあり方など住民に開

かれた議会に向けての方策に関する調査を目的として、昨年６月１５日、

平成２１年第２回定例会において、設置されました。 

当議会では、より開かれた議会を目指し、平成２０年１２月定例会より、

初日の町長提案理由説明、２日目の一般質問の録画放送を行ってきたとこ

ろであります。 

当委員会では、定例会ごとに委員会を開催し、議会中継の試写を通して、

問題点、課題について検討をしてまいりました。また、本年２月には、今

後の当議会の取り組みの参考とするため、ケーブルテレビ及びインター

ネットによる議会の生中継及び録画中継を実施している先進地である新潟

県柏崎市、富山県魚津市の２箇所で視察研修を行いました。 

視察では、市民の注目度、採用前後の質問者の増減、傍聴者数の増減、

不適切発言時の対応、ホームページアクセス等について、事務的には、生

放送時の議会休憩時や突発的事象における対応、職員配置及びシステム全

般の運用上の問題点を研修いたしました。 

本年の６月定例会終了後、研修結果を参考にし、生放送採用の有無、採

用した場合の時期、採用に要する費用、生放送時の突発的事象の対応など

を検討いたしました。 

まず、今まで初日と２日目の録画放送だったものを３日目の採決まで含

め、定例会の全日程を放送すべきとして、６月定例会から実施いたしまし

た。 

また、本町システムでは、ケーブルテレビの生放送・録画放送は現行設

備で対応できますが、インターネット中継では、生放送、録画放送用で数

百万円のホームページシステムの改修費用が必要となります。 

結論から申しますと、生放送については、いくつかの懸案事項はあるも

のの、住民に開かれた議会に向けて、次の１２月定例会から生放送を実施

し、インターネットを利用した議会中継については、ケーブルテレビで生
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放送をした場合、インターネットのアクセス数が伸びないという事例を研

修してきましたので、費用対効果の観点から、将来において検討すること

といたしました。 

今後も、議会中継の検証、インターネット中継の有無、突発的な事象に

よる問題が起きたときには、議会での検討や見直しも必要になるかと思い

ますが、その際には議会運営委員会、または、議会全体での協議をお願い

することとして、当特別委員会に付託された事項については、以上の報告

を結論とさせていただき、調査の終了を決定いたしましたので報告といた

します。 

以上、委員長報告といたします。 

田中 正文議長 委員長の報告を終わります。 

お諮りします。本件に関する委員長報告は事理明白につき、質疑、討論

を省略し、調査終了の件を直ちに採決したいと思います。 

 これに、ご異議ありませんか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

田中 正文議長 異議なしと認めます。 

お諮りします。 

議会中継調査特別委員会は調査を終了することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

田中 正文議長 異議なしと認めます。 

よって、議会中継調査特別委員会の調査は終了しました。 

 

日程第４．町長提出 同意第２号 

（ 提案理由説明、質疑、委員会付託、討論、採決 ） 

田中 正文議長 次に、本日、町長から提出のありました 同意第２号「教育委員会委

員の任命について」を議題といたします。 

本件に対する提案理由の説明を求めます。 

小泉 町長。 

小泉  勝町長 はい、議長。 

去る９月１日に提出しました案件に追加して、本日提案することをお認
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めいただきました人事案件１件について、ご説明申し上げます。 

同意第２号は、教育委員会委員の任命についてであり、本年１０月２１

日をもって任期満了となる牛ヶ首の穴田 實(あなた みのる)氏を引き続

き任命いたしたく、議会の同意をお願いするものであります。 

以上で追加提案の説明を終わりますが、議員各位におかれましては、慎

重なる御審議のうえ、適切なる御決議を賜りますようお願い申し上げます。 

田中 正文議長 説明を終わります。 

 

（ 質疑、委員会付託及び討論 ） 

田中 正文議長 ただいま、町長から説明のありました本件につきましては、人事案件   

につき、この際、質疑、委員会付託及び討論を省略し、直ちに採決したい

と思います。 

これにご異議ありませんか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

田中 正文議長 異議なしと認めます。 

よって、本件は直ちに採決することに決定しました。 

これより採決いたします。 

この採決は、起立によって行います。 

本件は、同意することに、賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立１６名） 

田中 正文議長 起立全員。 

よって、本件は同意されました。 

 

日程第５．請 願 第 ３ 号  

（ 委 員 会 付 託 ） 

田中 正文議長 次に、請願第３号「請願書 志賀町議会議員定数の削減の件」につい

てお諮りします。 

本請願については、議長を除く全議員で構成する議員定数検

討特別委員会を設置し、これに付託して、閉会中の継続審査

としたいと思います。  
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これにご異議ありませんか。  

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

田中 正文議長 異議なしと認めます。 

よって、以上のとおり決定しました。 

ここで暫時、休憩をいたします。 

（午後 ３時２５分 休憩） 

 

（ 再 開 ） 

（午後 ３時３１分 再開） 

（出席議員 １７名） 

 １番  南   政 夫 

２番  橘   照 茂 

 ３番  下 池 外巳造 

４番  須 磨 隆 正 

 ５番  越 後 敏 明 

６番  田 中 正 文 

 ７番  寺 岡 真貴子 

 ８番  冨 澤 軒 康 

 ９番  櫻 井 俊 一 

１０番  林   一 夫 

１１番  松 浦 恒 義 

１２番  戸 坂 忠寸計 

１３番  小 田 芳 治 

１５番  久 木 拓 栄 

１６番  木 村 正 男 

１７番  山 本 辰 榮 

１８番  稲 村 幸 雄 

 

（ 議員定数検討特別委員長、副委員長の互選結果報告 ） 

田中 正文議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
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休憩中、議員定数検討特別委員会で、正副委員長の互選が行われ、その

結果が議長の手元にまいっておりますので、この際、ご報告いたします。 

議員定数検討特別委員長 山本 辰榮 君、 

同副委員長 松浦 恒義 君、 

以上のとおり選任された旨、報告がありました。 

 

日程第６．各委員会所管事務調査事項の閉会中の継続審査の件 

田中 正文議長 次に、各常任委員長及び議会運営委員長から、お手元に配布のとおり、

所管事務調査の閉会中継続審査の申し出がありましたので、これを議題と

いたします。 

お諮りします。 

各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査にすることにご異議あ

りませんか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

田中 正文議長 異議なしと認めます。 

よって、以上のとおり決定しました。 

       

（ 閉 議 ・ 閉 会 ） 

田中 正文議長 以上をもちまして、今定例会の議事すべてを終了しました。 

平成２２年第３回志賀町議会定例会は、本日をもって閉会します。 

（午後 ３時３２分 閉会） 

 

議 長 報 告 

 

１．議長報告第２９号 

 入札結果報告について 

  （平成２２年 ８月２７日 １３件） 

 

２．議長報告３０号 

例月出納検査について 



 －１９－ 

  （平成２２年８月２５日実施分） 

 

３．議長報告第３１号 

閉会中継続審査について 

①総務常任委員会委員長 

②教育民生常任委員会委員長 

③産業建設常任委員会委員長 

④議会運営委員会委員長 

 

５．議長報告第３２号 

 委員会審査報告 

①総務常任委員会委員長 

②教育民生常任委員会委員長 

③産業建設常任委員会委員長 

④決算特別委員会委員長 

⑤議会運営委員会委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 －２０－ 

地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。 

 

 

志賀町議会議長 

 

 

 

  志賀町議会議員 

 

 

 

  志賀町議会議員 


